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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ペッパーフードサービス

証券コード 3053

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所（スタンダード市場）

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社フラッグシップアセットマネジメント

住所又は本店所在地 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー17階

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成19年1月29日

代表者氏名 馬場 勝也

代表者役職 代表取締役

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理、並びに付帯する一切の業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
株式会社フラッグシップアセットマネジメント

北側　博之

電話番号 03-5425-8842

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 87,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証

券等（株・口）
A - H 749,700 O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券

株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V W X 836,700 Y

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の

数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 836,700

株券、株券預託証券及び株券信託受益

証券のうち保有潜在株券等の数に加算

すべきものの数

AC

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N

+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

749,700

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和8年3月26日現在）
AD 61,424,000

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE 4,580,300

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
1.27

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.55
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（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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提出者は、フラッグシップアセットマネジメント投資組合88号の業務執行組合員として保有しております。

提出者は、発行者との間で、株式会社ペッパーフードサービス第14回新株予約権（目的となる株式数749,700（報告義務発生

日時点）。以下「本新株予約権」といいます。）に係る引受契約を締結しており、以下の合意をしております。

（譲渡制限）

・提出者は、発行者の取締役会の決議による発行者の承認なく、本新株予約権を譲渡することができないことを合意しており

ます。

（引受人の事前の書面による承諾を要する事項）

<内容>

・発行者は、2022年12月26日から2027年12月26日又は提出者の発行者に対する株券等保有割合（金融商品取引法第27 条の23

第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。）が3%を下回ることとなった日のいずれか早い日までの間、提出者の事

前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならない（但し、発行者が、当該株式等の発行又は処分が発行者の事

業の存続に不可欠であると合理的に判断する場合（発行者が、提出者に対し、後記の優先的交渉権を行使する機会を付与する

場合に限ります。）又は発行者の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合は、この限りではありませ

ん。）ことを合意しております。

<目的＞

出資金額保全の為の予防的措置

（優先的交渉権）

・発行者は、2022年12月8日から2027年12月26日又は提出者の発行者に対する株券等保有割合が3%を下回ることとなった日の

いずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等を発行又は処分（発行者の役職員を割当先とするストック・オプションの

発行を除きます。以下、本項目において同じ。）しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分について

合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部につ

いて当該条件にて引き受ける意向の有無を確認すること、並びに、提出者が当該通知後20営業日以内に書面によってかかる引

受けの希望を通知する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当該株式等を当該条

件にて発行又は処分することを合意しております。

・発行者は、取得条項に基づく第14回新株予約権の取得以後30日以内に、第三者に対して、株式等を発行又は処分（発行者の

役職員を割当先とするストック・オプションの発行を除きます。）しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行

又は処分について合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の

全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認すること、並びに、提出者が当該通知後20営業日以内に書面

によってかかる引受けの希望を通知する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当

該株式等を当該条件にて発行又は処分することを合意しております。

（取得請求権）

提出者は、以下に掲げる場合には、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができることを合意しております。

（i） 発行者が消滅会社となる合併契約の締結又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移

転計画の作成が発行者の取締役会で承認された場合

（ii） 発行者が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当するおそれがあると合理的に認められる場合

（iii） 本新株予約権の発行後、東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権

の下限行使価額を下回った場合

（iv） いずれかの10連続取引日間の発行者普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高

が、2022年12月26日に先立つ10連続取引日間の発行者普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売

買出来高の30％を下回った場合

（v） 割当予定先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合

（vi） 東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合

（vii） 発行者の連結子会社について、発行者の連結子会社に該当しないこととなる当該子会社の株式の処分又はこれと同等

の経済的効果を有する同子会社の事業の全部又は一部の譲渡若しくは会社分割その他の行為が行われた、当該行為に係る決議

が行われた、又はそれらの合理的な見込みがある場合
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また、提出者は、一瀬健作氏との間で、2026年2月9日付で、発行者の普通株式87,000株について株式貸借契約を締結しており

ます。

貸借期間は、2026年2月9日から2027年12月26日まで（但し、貸借期間満了前に、貸借対象株式の全部又は一部の返還が行われ

ることがあります。）です。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（AG）（千円）

借入金額計（AH）（千円）

その他金額計（AI）（千円） 19,214

上記（AI）の内訳
提出者が業務執行組合員を務めるフラッグシップアセットマネジメント投資

組合88号への出資金

取得資金合計（千円）（AG+AH+AI） 19,214

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

該当事項なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（ケイマン諸島法人）

氏名又は名称 インフレクション・ツー・ジーピー・インク (InfleXion II GP, Inc.)

住所又は本店所在地
英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190

エルジン・アベニュー

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成29年8月15日

代表者氏名 ダグラス・R・ストリンガー (Douglas R. Stringer)

代表者役職 ダイレクター（Director）
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事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
株式会社フラッグシップアセットマネジメント

北側　博之

電話番号 03-5425-8842

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 333,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証

券等（株・口）
A - H 2,828,100 O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券

株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V W X 3,161,100 Y

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の

数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 3,161,100

株券、株券預託証券及び株券信託受益

証券のうち保有潜在株券等の数に加算

すべきものの数

AC

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N

+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

2,828,100
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和8年3月26日現在）
AD 61,424,000

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE 4,580,300

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
4.79

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.62

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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提出者は、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号の無限責任組合員であるインフレクション・ツー・ジーピー・エル

ピーの業務執行組合員として保有しております。

提出者は、発行者との間で、株式会社ペッパーフードサービス第14回新株予約権（目的となる株式数2,828,100（報告義務発

生日時点）。以下「本新株予約権」といいます。）に係る引受契約を締結しており、以下の合意をしております。

（譲渡制限）

・提出者は、発行者の取締役会の決議による発行者の承認なく、本新株予約権を譲渡することができないことを合意しており

ます。

（引受人の事前の書面による承諾を要する事項）

<内容>

・発行者は、2022年12月26日から2027年12月26日又は提出者の発行者に対する株券等保有割合（金融商品取引法第27 条の23

第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。）が3%を下回ることとなった日のいずれか早い日までの間、提出者の事

前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならない（但し、発行者が、当該株式等の発行又は処分が発行者の事

業の存続に不可欠であると合理的に判断する場合（発行者が、提出者に対し、後記の優先的交渉権を行使する機会を付与する

場合に限ります。）又は発行者の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合は、この限りではありませ

ん。）ことを合意しております。

<目的＞

出資金額保全の為の予防的措置

（優先的交渉権）

・発行者は、2022年12月8日から2027年12月26日又は提出者の発行者に対する株券等保有割合が3%を下回ることとなった日の

いずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等を発行又は処分（発行者の役職員を割当先とするストック・オプションの

発行を除きます。以下、本項目において同じ。）しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分について

合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部につ

いて当該条件にて引き受ける意向の有無を確認すること、並びに、提出者が当該通知後20営業日以内に書面によってかかる引

受けの希望を通知する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当該株式等を当該条

件にて発行又は処分することを合意しております。

・発行者は、取得条項に基づく第14回新株予約権の取得以後30日以内に、第三者に対して、株式等を発行又は処分（発行者の

役職員を割当先とするストック・オプションの発行を除きます。）しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行

又は処分について合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の

全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認すること、並びに、提出者が当該通知後20営業日以内に書面

によってかかる引受けの希望を通知する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当

該株式等を当該条件にて発行又は処分することを合意しております。

（取得請求権）

提出者は、以下に掲げる場合には、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができることを合意しております。

（i） 発行者が消滅会社となる合併契約の締結又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移

転計画の作成が発行者の取締役会で承認された場合

（ii） 発行者が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当するおそれがあると合理的に認められる場合

（iii） 本新株予約権の発行後、東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権

の下限行使価額を下回った場合

（iv） いずれかの10連続取引日間の発行者普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高

が、2022年12月26日に先立つ10連続取引日間の発行者普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売

買出来高の30％を下回った場合

（v） 割当予定先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合

（vi） 東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合

（vii） 発行者の連結子会社について、発行者の連結子会社に該当しないこととなる当該子会社の株式の処分又はこれと同等

の経済的効果を有する同子会社の事業の全部又は一部の譲渡若しくは会社分割その他の行為が行われた、当該行為に係る決議
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が行われた、又はそれらの合理的な見込みがある場合

提出者は、一瀬健作氏との間で、2026年2月9日付で、発行者の普通株式333,000株について株式貸借契約を締結しておりま

す。

貸借期間は、2026年2月9日から2027年12月26日まで（但し、貸借期間満了前に、貸借対象株式の全部又は一部の返還が行われ

ることがあります。）です。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（AG）（千円）

借入金額計（AH）（千円）

その他金額計（AI）（千円） 91,383

上記（AI）の内訳

提出者が業務執行組合員を務めるインフレクション・ツー・ジーピー・エル

ピーが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号

への出資金

取得資金合計（千円）（AG+AH+AI） 91,383

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

該当事項なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし

３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（ケイマン諸島法人）

氏名又は名称
インフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・インク (InfleXion II

Cayman GP, Inc.)

住所又は本店所在地
英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190

エルジン・アベニュー

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成30年9月24日
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代表者氏名 ダグラス・R・ストリンガー (Douglas R. Stringer)

代表者役職 ダイレクター（Director）

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
株式会社フラッグシップアセットマネジメント

北側　博之

電話番号 03-5425-8842

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 120,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証

券等（株・口）
A - H 1,002,500 O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券

株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V W X 1,122,500 Y

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の

数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 1,122,500

株券、株券預託証券及び株券信託受益

証券のうち保有潜在株券等の数に加算

すべきものの数

AC
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保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N

+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

1,002,500

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和8年3月26日現在）
AD 61,424,000

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE 4,580,300

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
1.70

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.95

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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提出者は、インフレクション・ツー・ケイマン・エルピーのジェネラルパートナーであるインフレクション・ツー・ケイマ

ン・ジーピー・エルピーのジェネラルパートナーとして保有しております。

提出者は、発行者との間で、株式会社ペッパーフードサービス第14回新株予約権（目的となる株式数1,002,500（報告義務発

生日時点）。以下「本新株予約権」といいます。）に係る引受契約を締結しており、以下の合意をしております。

（譲渡制限）

・提出者は、発行者の取締役会の決議による発行者の承認なく、本新株予約権を譲渡することができないことを合意しており

ます。

（引受人の事前の書面による承諾を要する事項）

<内容>

・発行者は、2022年12月26日から2027年12月26日又は提出者の発行者に対する株券等保有割合（金融商品取引法第27 条の23

第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。）が3%を下回ることとなった日のいずれか早い日までの間、提出者の事

前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならない（但し、発行者が、当該株式等の発行又は処分が発行者の事

業の存続に不可欠であると合理的に判断する場合（発行者が、提出者に対し、後記の優先的交渉権を行使する機会を付与する

場合に限ります。）又は発行者の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合は、この限りではありませ

ん。）ことを合意しております。

<目的＞

出資金額保全の為の予防的措置

（優先的交渉権）

・発行者は、2022年12月8日から2027年12月26日又は提出者の発行者に対する株券等保有割合が3%を下回ることとなった日の

いずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等を発行又は処分（発行者の役職員を割当先とするストック・オプションの

発行を除きます。以下、本項目において同じ。）しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分について

合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部につ

いて当該条件にて引き受ける意向の有無を確認すること、並びに、提出者が当該通知後20営業日以内に書面によってかかる引

受けの希望を通知する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当該株式等を当該条

件にて発行又は処分することを合意しております。

・発行者は、取得条項に基づく第14回新株予約権の取得以後30日以内に、第三者に対して、株式等を発行又は処分（発行者の

役職員を割当先とするストック・オプションの発行を除きます。）しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行

又は処分について合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の

全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認すること、並びに、提出者が当該通知後20営業日以内に書面

によってかかる引受けの希望を通知する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当

該株式等を当該条件にて発行又は処分することを合意しております。

（取得請求権）

提出者は、以下に掲げる場合には、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができることを合意しております。

（i） 発行者が消滅会社となる合併契約の締結又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移

転計画の作成が発行者の取締役会で承認された場合

（ii） 発行者が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当するおそれがあると合理的に認められる場合

（iii） 本新株予約権の発行後、東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権

の下限行使価額を下回った場合

（iv） いずれかの10連続取引日間の発行者普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高

が、2022年12月26日に先立つ10連続取引日間の発行者普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売

買出来高の30％を下回った場合

（v） 割当予定先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合

（vi） 東京証券取引所における発行者普通株式の普通取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合

（vii） 発行者の連結子会社について、発行者の連結子会社に該当しないこととなる当該子会社の株式の処分又はこれと同等

の経済的効果を有する同子会社の事業の全部又は一部の譲渡若しくは会社分割その他の行為が行われた、当該行為に係る決議
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が行われた、又はそれらの合理的な見込みがある場合

提出者は、一瀬健作氏との間で、2026年2月9日付で、発行者の普通株式120,000株について株式貸借契約を締結しておりま

す。

貸借期間は、2026年2月9日から2027年12月26日まで（但し、貸借期間満了前に、貸借対象株式の全部又は一部の返還が行われ

ることがあります。）です。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（AG）（千円）

借入金額計（AH）（千円）

その他金額計（AI）（千円） 16,498

上記（AI）の内訳

提出者がジェネラルパートナーを務めるインフレクション・ツー・ケイマ

ン・ジーピー・エルピーがジェネラルパートナーを務めるインフレクショ

ン・ツー・ケイマン・エルピーへの出資金

取得資金合計（千円）（AG+AH+AI） 16,498

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

該当事項なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１） 株式会社フラッグシップアセットマネジメント

（２） インフレクション・ツー・ジーピー・インク （InfleXion II GP, Inc.）

（３） インフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・インク (InfleXion II Cayman GP, Inc.)

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

法第27条の23

第3項第3号

株券又は投資証券等（株・口） 540,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証

券等（株・口）
A - H 4,580,300 O

新株予約権付社債券（株） B - I P

対象有価証券カバードワラント C J Q

株券預託証券
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株券関連預託証券 D K R

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L S

対象有価証券償還社債 F M T

他社株等転換株券 G N U

合計（株・口） V W X 5,120,300 Y

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
Z

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の

数

AA

保有株券等の数（総数）

（V+W+X+Y-Z-AA）
AB 5,120,300

株券、株券預託証券及び株券信託受益

証券のうち保有潜在株券等の数に加算

すべきものの数

AC

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N

+O+P+Q+R+S+T+U+AC）

4,580,300

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和8年3月26日現在）
AD 61,424,000

提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の

数
AE 4,580,300

保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡

請求権等の権利が存在するものとして控除

する潜在株券等の数

AF

上記提出者の株券等保有割合（％）

（AB/（AD+AE-AF）×100）
7.76

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
8.73

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

株式会社フラッグシップアセットマネジメ

ント
836,700 1.27

インフレクション・ツー・ジーピー・イン

ク （InfleXion II GP, Inc.）
3,161,100 4.79

インフレクション・ツー・ケイマン・ジー

ピー・インク (InfleXion II Cayman GP,

Inc.)

1,122,500 1.70
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合計 5,120,300 7.76
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